
八
九

第
三
次
多
数
国
間
投
資
基
金
を
設
定
す
る
協
定

◎
第
三
次
多
数
国
間
投
資
基
金
を
設
定
す
る
協
定

 

二
〇
一
七
年　

四
月　
　

二
日　

ア
ス
ン
シ
オ
ン
で
作
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
一
九
年　

三
月　

一
二
日　

効
力
発
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
一
九
年　

三
月　

一
二
日　

受
諾
の
閣
議
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
一
九
年　

三
月　

一
二
日　

受
諾
書
寄
託　

                          
 
 
 
 
 
 

二
〇
一
九
年　

四
月　

二
三
日　

告
示
（
外
務
省
告
示
第
一
四
二
号
）

                          
 
 
 
 
 
 

二
〇
一
九
年　

三
月　

一
二
日　

我
が
国
に
つ
い
て
効
力
発
生

    

目　
　
　

次 

ペ
ー
ジ

前　
　
　

文
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
一

第　

一　

条  

一
般
的
目
的
及
び
任
務
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
一

　

第　

一　

項　

一
般
的
目
的　

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
一

　

第　

二　

項　

任
務
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
二

第　

二　

条  

第
三
次
Ｍ
Ｉ
Ｆ
へ
の
拠
出
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
二

　

第　

一　

項　

受
諾
書
及
び
拠
出
証
書
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
二

　

第　

二　

項　

払
込
み
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
三

第　

三　

条  

第
三
次
Ｍ
Ｉ
Ｆ
の
業
務
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
四

　

第　

一　

項　

総
則
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
四

　

第　

二　

項　

業
務
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
四

　

第　

三　

項　

第
三
次
Ｍ
Ｉ
Ｆ
の
業
務
に
関
す
る
原
則
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
四

第　

四　

条  

拠
出
国
委
員
会
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
五



九
〇

第
三
次
多
数
国
間
投
資
基
金
を
設
定
す
る
協
定

　

第　

一　

項　

構
成
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
五

　

第　

二　

項　

責
任
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
六

　

第　

三　

項　

会
合
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
六

　

第　

四　

項　

投
票
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
六

　

第　

五　

項　

報
告
及
び
評
価
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
七

第　

五　

条  
こ
の
協
定
の
有
効
期
間
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
七

　

第　

一　

項　

効
力
発
生
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
七

　

第　

二　

項　

こ
の
協
定
の
有
効
期
間
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
七

　

第　

三　

項　

銀
行
又
は
拠
出
国
委
員
会
に
よ
る
終
了
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
八

　

第　

四　

項　

第
三
次
Ｍ
Ｉ
Ｆ
の
資
産
の
分
配
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
八

第　

六　

条  

一
般
規
定
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
八

　

第　

一　

項　

新
た
な
拠
出
国
の
こ
の
協
定
へ
の
参
加
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
八

　

第　

二　

項　

改
正
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
八

　

第　

三　

項　

責
任
の
限
度
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
九

　

第　

四　

項　

脱
退
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
九

　

第　

五　

項　

第
二
次
Ｍ
Ｉ
Ｆ
拠
出
国
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
九

末　
　
　

文
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
九
九

付　

表　

Ａ　

第
三
次
多
数
国
間
投
資
基
金
に
対
す
る
拠
出
予
定
国
の
拠
出
割
当
額
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
〇
〇



九
一

第
三
次
多
数
国
間
投
資
基
金
を
設
定
す
る
協
定

前　
　

文

一
般
的
目

的
及
び
任

務一
般
的
目

的



九
二

第
三
次
多
数
国
間
投
資
基
金
を
設
定
す
る
協
定

任　
　

務

第
三
次
Ｍ

Ｉ
Ｆ
へ
の

拠
出

受
諾
書
及

び
拠
出
証

書



九
三

第
三
次
多
数
国
間
投
資
基
金
を
設
定
す
る
協
定

払 

込 

み



九
四

第
三
次
多
数
国
間
投
資
基
金
を
設
定
す
る
協
定

第
三
次
Ｍ

Ｉ
Ｆ
の
業

務総　
　

則

業　
　

務

第
三
次
Ｍ

Ｉ
Ｆ
の
業

務
に
関
す

る
原
則



九
五

第
三
次
多
数
国
間
投
資
基
金
を
設
定
す
る
協
定

拠
出
国
委

員
会

構　
　

成



九
六

第
三
次
多
数
国
間
投
資
基
金
を
設
定
す
る
協
定

責　
　

任

会　
　

合

投　
　

票



九
七

第
三
次
多
数
国
間
投
資
基
金
を
設
定
す
る
協
定

報
告
及
び

評
価

こ
の
協
定

の
有
効
期

間効
力
発
生

こ
の
協
定

の
有
効
期

間



九
八

第
三
次
多
数
国
間
投
資
基
金
を
設
定
す
る
協
定

銀
行
又
は

拠
出
国
委

員
会
に
よ

る
終
了

第
三
次
Ｍ

Ｉ
Ｆ
の
資

産
の
分
配

一
般
規
定

新
た
な
拠

出
国
の
こ

の
協
定
へ

の
参
加

改　
　

正



九
九

第
三
次
多
数
国
間
投
資
基
金
を
設
定
す
る
協
定

責
任
の
限

度脱　
　

退

第
二
次
Ｍ

Ｉ
Ｆ
拠
出

国末　
　

文



一
〇
〇

第
三
次
多
数
国
間
投
資
基
金
を
設
定
す
る
協
定

付　
　

表



一
〇
一

第
三
次
多
数
国
間
投
資
基
金
を
設
定
す
る
協
定



一
〇
二

第
三
次
多
数
国
間
投
資
基
金
を
設
定
す
る
協
定

（
参
考
）

　

こ
の
協
定
は
、
二
千
七
年
三
月
十
三
日
に
発
効
し
た
第
二
次
多
数
国
間
投
資
基
金
を
設
定
す
る
協
定
に
代
わ
り
、
同
協
定
を
引
き
継
ぐ
新
た

な
協
定
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。


